
令和７年度（令和８年４月１日採用）  

障 害 者 を 対 象 と し た 小 川 町 職 員 採 用 試 験 

募  集  職  種     一般事務職 

採用予定者数     2名程度 

申  込  期  間     令和７年９月５日(金) ～ 令和７年1２月３日(水) 

                            ※申込者数等の状況により、申込期間の変更や短縮をする場合もあります。 

受  験  資  格      
① 日本国籍を有する人 
 

② 学校教育法による高等学校卒業以上の学歴を有し、 

  平成２年４月２日以降に生まれた人（採用時３５歳までの人） 
 

③ 次に掲げる手帳等のうち、いずれかの交付を受けている人 

  （交付申請中の場合は受験できません） 

 ・身体障害者福祉法第１５条に定める「身体障害者手帳」 

 （障害の程度が１級から６級までの人） 

 ・精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第４５条に定める「精神障害者保健福祉手帳」 

 ・都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する「療育手帳」又は児童相談所等による 

 「知的障害者であることの判定書」 
 

④ １日７時間４５分、週５日間、計３８時間４５分の職務の遂行が可能な人 
 

⑤ 活字印刷文による出題及び口頭による面接試験に対応が可能な人 
 

⑥ 地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない人   

申  込  方  法      

「小川町職員採用試験受験申込書」「自己PRシート」「障害者手帳等の写し」の郵送による申込 

※令和7年12月3日(水)までの消印が有効とします。 

※宛先は、「〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚５５番地 小川町役場総務課人事給与担当」と 

 してください。 

※封筒表面に「採用試験申込書在中」と朱書きして、簡易書留郵便で送付してください。 

【問合せ先】 

 埼玉県比企郡小川町役場 総務課 人事文書グループ 人事給与担当 

 〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚５５番地（小川町役場庁舎２階） 

 TEL 0493-72-1221（内線211･216） FAX 0493-74-2920 

 埼玉県比企郡小川町役場HP http://www.town.ogawa.saitama.jp/ 

 



試験概要・勤務条件等 

○ 採用までの流れ 

試験実施 

詳細公開 

 

9月1日(月)～ 

受験申込 

 

 

９月５日(金)～ 

書類審査 

（順次実施） 

 

合否通知                  

～12月15日(月)頃 

一次試験 
 

12月20日(土) 

合否通知                  

12月26日(金)頃 

二次試験 
 

1月24日(土) 

1月25日(日) 

採用内定 

意向聴取 

 

～2月27日(金) 

 

採 

 

用 

○ 試験の内容 

試験 試験科目 試験時間 内容 

書類審査 ― ― 
試験申込時に提出した書類をもとに行政への関心や 

貢献意識、表現力等を審査します。 

一次試験  

筆記試験 60分程度 
日常業務の中で求められる処理について、いかに早く

正確に対応できるかを計測します。 

性格適性検査 40分程度 
性格やその人の深層的な部分、ストレス傾向を予測す

るための検査を行います。 

集団面接 50分程度 集団形式の面接試験又は討論試験を行います。 

二次試験 

個別面接 20分程度 個別形式の面接試験を行います。 

○ 給与・勤務時間・休暇 

【給与】195,520円（地域手当含む初任給）※令和７年4月1日現在 

 ・この初任給は、高等学校卒業後、直ちに採用された場合によるものです。一定の経歴がある 

   場合は、経歴に応じた額が加算されることがあります。 

  ・上記の初任給のほか、支給要件に該当する場合は、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当 

   勤勉手当等が支給されます。 

【勤務時間・休暇】 

 ・勤務時間は、原則として午前８時30分から午後5時１５分までです（月～金曜日）。 

  ・休暇は、年間20日（4月1日採用の場合は15日）の年次休暇、病気休暇、夏季休暇や忌引き休暇 

   などの各種特別休暇などがあります。 

○ その他 

・障害のある職員からの相談等に対応するため、人事担当者１名を含め、3名の障害者職業生活相談員 

 を選任しています。 

・正職員での採用以外にも会計年度任用職員（非常勤職員）としての採用も行っております。詳しくは 

 小川町HPでご確認ください。 


